
幸田町消本告示第４号 

重要文化財等における喫煙等の制限区域の指定について 

  令和６年４月１日 

幸田町消防長 山本 秀幸     

幸田町火災予防条例（平成２年幸田町条例第３号）第２３条第１項の規定に基づき、重要文

化財等における喫煙、裸火使用又は火災予防上危険な物品の持込禁止場所（以下「制限区域」

という。）を次のように指定する。 

１ 制限区域の所在地及び名称 

所在地及び名称 制限区域 制限区域図番号 

幸田町大字深溝字一之宮 

深溝神社 
本殿内部及び周囲 (１) 

幸田町大字深溝字内山 

本光寺 
肖影堂内部及び周囲 (２) 

２ 制限区域図 

  建造物の内部及び周囲の斜線部分を制限区域とする。 

 ⑴ 深溝神社 

 



 ⑵ 本光寺 

 

 


